
目標値
標

単位当たり費用 0

４　他市との比較等

（１） 比較参考値（他市での類似事業の例など）

県事業であり、令和４年度時点で県内２４市町が事業を実施している。

（２） これまでの見直しや改善等の経過

埼玉県が制度見直しを検討しており、今後市も同様に見直す可能性がある。

令和６年度　事務事業評価シート（二次評価）
※令和5年度に実施した事業を評価しています

□ 完了事業 □ ゼロ予算事業 ■ 評価事業 □ 実計事業

生活ホーム事業補助金 施設援護
事 務 事 業 名 予 算 事 業 名

（中事業） （大事業）

予算科目 ０３－０１－０３－０４－０２－００ 会計区分 一般会計

事業期間 新規・継続 区分 継続

事業区分 ソフト事業 費用区分 市費、県費 重点事業 －

部名 福祉部 忍田　久夫
課長名

課名 障害者福祉課

１　位置づけ等

分野別計画 福祉・保健・医療
総

０６障害者福祉の推進
合

施　　　策 自立と共生の考えのもと、障害のある人が住み慣れた地域でいきいきと暮らせること。
計 （目的）

画
取 組 施 策 ０７福祉サービスの充実

個別計画名 川越市障害者支援計画

根拠法令条項、 川越市生活ホーム事業実施要綱 法令による
無

条例、要綱名等 実施義務

補助金、 川越市生活ホーム事業補助金交付要綱 上乗せ
無

交付金要綱名等 横出し

関連事業 なし

２　事業の目的と内容

実施主体 市（補助金） 対象（誰・何を対象に) 事業者

事業目的 身体障害者及び知的障害者で自立した生活を望みながら家庭環境や住宅事情等でそれができない者に
(対象をどのよう 生活ホーム事業を実施し、社会的自立の助長を図る。
にしたいのか)

生活ホーム事業実施要綱に基づき設置された生活ホーム事業者が、当該補助事業を実施しようとする
月の初日までに市に対して補助金の交付申請をし、補助の交付を受ける。
補助金の交付時期は、５月、７月、１０月及び１月とする。

事業の内容
(事業目的を達成す

るために、具体的に

どのようなことを行っ

ているのか、また、

行ってきたのか)

事業実施の成果 生活ホームへ補助金を交付することで、生活ホーム利用者の社会的自立を助長する。
（効果・予測）

事業実施に 令和元年度を最後に利用者がいない。
あたっての課題

３　指標

名称 単位 出典
成

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標年度
果

指標値 予定 － － － －
指

実績 － － － 目標値
標

単位当たり費用 －

名称 生活ホーム利用者数 単位 人 出典
活

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標年度
動

指標値 予定 0 0 0 0
指

実績 0 0 0



つつ、事業を実施する。

令和6年度

県や他市町村の動向に注視しつつ、事業の廃止を検討する。

令和7年度

５　実施にかかるコスト (単位:千円)

令和３年度(決算額) 令和４年度(決算額) 令和５年度(決算額) 令和６年度(見込額)
国庫支出金 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 1

財 地方債 0 0 0 0

源 分割金・負担金 0 0 0 0

内 使用料・手数料 0 0 0 0

訳 基金 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

一般財源 0 80 80 81

　財源合計 0 80 80 82

人件費 (A) 0 80 80 80

正規職員(1年間の従事人数) 0 0.01 0.01 0.01

会計年度職員(1年間の従事人数) 0 0 0 0
事業費 (B) 0 0 0 2

負担金、補助及び交付金 0 0 0 2

その他
　総事業費合計　（A）＋（B） 0 80 80 82

６　評価

主な評価の視点 主な評価コメント及び課題等項目 評価結果

法令等によりサービスが義務付けられ 障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスとして
×

ている事業（〇の場合はＡ評価） 、共同生活援助（グループホーム）があり、対象者や、
国や他市と比較しサービス水準の見直 人員の配置基準、設備基準などの要件が若干異なるもの

必要性 Ｃ しの余地がなく、他市で廃止・見直し ○ の、制度としては類似している。
が進んでいない
国・県で同種のサービスが行われてい

○
ない、上乗せ・横出しの事業ではない
総合計画の取組施策への記載があるか 川越市障害者支援計画の主要課題7-3住まいの場の充実

△
（〇の場合はＡ評価） に関連する。
施策の指標目標達成に関係があるか

有効性 Ａ △
（〇の場合はＡ又はＢ評価）

施策目的達成のために必要な事業か ○

対象者がないため、令和元年度以降補助金の交付実績が
ない。

設定した活動・成果指標の目標（予定）
達成度 Ｄ ×

を達成しているか

適切に直営で行っている。一部又は 適正に直営で行っており、コスト削減の余地等はない。
○

全部委託し、適切に委託を行っている。
コスト削減の余地はないか

効率性 Ａ ○
（経費・人員・手法）
受益と負担（補助）の適正化が図られ

○
ているか

生活ホームから法定サービスであるグループホームへの移行は進んでいるため、県の見直しを注視
しながら、事業の廃止に向けて検討していく必要がある。

総合評価 Ｄ

７　今後の方向性及び今後の取組み（改善策など）

今後の
縮小

方向性
県や他市町村の動向に注視し


